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～ 脳卒中対策基本法の制定を ～ 
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高齢化社会を迎え、脳卒中は大きな社会的課題となってきています。脳卒中を予防し、後遺症を

減らすためには、一般市民が正しい知識をもち、有効な治療を迅速に受けることが必要です。 

 脳卒中には、血管が詰まる｢脳梗塞｣、脳内の細い血管が破れて出血する｢脳出血｣、脳動脈瘤が破

れて脳表面に出血する｢クモ膜下出血｣があります。このうち、これまで根本的な治療がないとされ

てきた「脳梗塞」が最も多く、さらに高齢化や生活習慣の欧米化に伴って増え続けています。 

こうしたなか、脳梗塞に対する効果的な治療薬である血栓溶解薬（t-PA:ﾃｨｰﾋﾟｰｴｰ）が開発されま

した。わが国では平成１７年１０月から医療保険が適用されています。しかし、残念ながら、わが

国では今のところ、ごく一部の患者さん（脳梗塞患者の２％）しか、この有効な新しい治療を受け

ていないのが現状です。この治療は発症３時間以内に開始しなければなりません。つまり、発症２

時間以内に t-PA 治療を直ちに実施できる医療機関に到着する必要がありますが、間に合う患者さん

が少ないのです。その背景に、救急搬送体制が脳梗塞治療に適した体制になっていないことと、啓

発活動が十分でないために一般市民に知識が普及していないことが挙げられます。 

一般市民の脳卒中の症状や発症時の対応に関する知識を高めるためには、継続的な啓発活動が重

要です。そのためには、国を挙げて、広報、保健指導、診療さらに教育の場などを活用した啓発が

必要です。 

 また、脳卒中が疑われた場合には、専門的治療を直ちに実施できる医療機関に直接搬送できるよ

うに、救急搬送体制を整備することが重要です。具体的には、救急隊員が現場で判断できるように

組織的に教育・研修し、脳卒中疑い患者の救急搬送計画を作り、地域ごとに２４時間３６５日専門

的治療を直ちに実施できる医療機関を整備しなければなりません。そのためには、救急搬送体制整

備（総務省）と医療体制整備（厚生労働省）の行政内での省庁を超えた連携が不可欠です。 

脳卒中対策においては、t-PA 治療の普及のみならず、予防のための活動や救急・急性期から維持

期（慢性期）まで継ぎ目なく最新の医療・リハビリテーション・療養支援を提供する仕組みの全国

的整備、患者と家族の生活の質の向上と社会参加の支援も不可欠です。 

 これらの問題を解決し、一層充実させるためには、救急搬送体制や医療・社会福祉資源など地域

の実情に合わせた対応を、国を挙げての一貫した理念と基本方針の下で展開するための基本法（脳

卒中対策基本法(仮称)）が必要です。具体的には以下のような内容が必要だと私たちは考えます。 



第一 総則 

一 目的 

わが国の脳卒中対策はこれまでの取り組みによって進展し、成果を収めてきました。しかし、

今なお、脳卒中はわが国の死因の上位を占めているばかりか、介護が必要になる最大の原因です。

一方、医療は進歩し、脳卒中が発症した時、救急搬送、救急受診によって発症直後から専門的治

療を開始することができれば、生命を取り留め、その後の障害を少なくすることができるように

なってきました。このような状況をふまえ、脳卒中対策についての基本理念を定め、総合的、計

画的に推進することが、この法律の目的です。 

 

二 基本理念 

脳卒中対策は以下の事項を基本理念として行われなければなりません。 

・脳卒中の予防と発症時の適切な対応を進めるために、国民の啓発・教育を行うこと。 

・全国どこでも、脳卒中患者に、適切な救急搬送、救急受診によって速やかに脳卒中医療が開

始されること。そして、救急・急性期から維持期まで継ぎ目なく継続されること。 

・脳卒中後遺症患者と介護を担う家族の生活の質を維持し向上させること。さらには社会参加

を促すこと。これらのために、脳卒中後遺症患者が、医療、リハビリテーション、介護、社

会福祉による支援を受けることができるようにすること。 

・脳卒中の克服を目指した、専門的、学際的、総合的な教育と研究を推進すること。それらの

教育と研究の成果を普及し、活用すること。 

・脳卒中に関する情報収集体制を整備し、分析し、脳卒中に対する保健対策と医療の質の向上

のために活用すること。 

 

三 国の責務 

国は、二に掲げた基本理念に則って、総合的な脳卒中対策を策定して実施しなければなりませ

ん。 

 

四 地方公共団体の責務 

地方公共団体は、二に掲げた基本理念に則って、国及び医療保険者との連携を図りながら、主

体的、自主的に、地域の特性に応じた脳卒中対策を策定して実施しなければなりません。 

 

五 医療保険者の責務 

医療保険者は、国や地方公共団体が講じる脳卒中対策に協力して、脳卒中の予防方法、症状や

救急受診の必要性に関する情報を提供し、知識を普及するよう努めなければなりません。 

 

六 国民の責務 



国民は、食生活、喫煙、飲酒、運動などの生活習慣が脳卒中の発症に及ぼす影響や、脳卒中の

原因となり得る疾病について正しい知識をもって、脳卒中の予防に努めなければなりません。 

また、自分自身や傍に居る人が脳卒中を発症した時には、速やかに救急受診するように努めな

ければなりません。 

 

七 医療従事者の責務 

医療従事者は、国や地方公共団体が講じる脳卒中対策に協力して、脳卒中の予防、医療、リハ

ビリテーションを行うよう努めなければなりません。 

  

八 法制上の措置 

政府は、脳卒中対策を実施するために必要な法制上、財政上の措置を講じなければなりません。 

 

第二 脳卒中対策推進基本計画等について 

一 脳卒中対策推進基本計画 

１ 政府は、予防、救急搬送、脳卒中医療、リハビリテーション、介護、社会福祉にわたる広範

な脳卒中対策の、総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な計画として、脳卒中対策推進

基本計画を策定しなければなりません。 

２ 脳卒中対策推進基本計画では、原則として、それぞれの施策の具体的な目標と達成時期を定

めなければなりません。 

３ 総務大臣および厚生労働大臣は、脳卒中対策推進基本計画の案を作成し、閣議の決定を求め

なければなりません。 

４ 総務大臣および厚生労働大臣は、脳卒中対策推進基本計画の案を作成する際に、関係行政機

関の長と協議するとともに、後述する脳卒中対策推進協議会の意見を聴かなければなりません。 

５ 政府は、脳卒中対策推進基本計画を策定した時には、遅滞なく国会に報告し、インターネッ

ト等によって公表しなければなりません。 

６ 政府は、適当な時期に、２によって定める目標の達成状況を調査し、その結果をインターネ

ット等によって公表しなければなりません。 

７ 政府は、少なくとも５年毎に、脳卒中医療に関する状況の変化を考慮し、脳卒中対策の効果

に関する評価に基づいて、脳卒中対策推進基本計画を再検討し、必要に応じて変更しなければ

なりません。 

 

二 関係行政機関への要請 

総務大臣および厚生労働大臣は、必要に応じて、関係行政機関の長に対して、脳卒中対策推進

基本計画の策定のための資料の提出を要請することができることとします。また、脳卒中対策推

進基本計画に定められた施策のうち、それぞれの行政機関の所管に関係するものの実施を要請す



ることができることとします。 

 

三 都道府県脳卒中対策推進計画 

１ 都道府県は、脳卒中対策推進基本計画を基本に、それぞれの都道府県における脳卒中医療の

提供状況等を考慮して、それぞれの都道府県における脳卒中対策の推進に関する計画として、

都道府県脳卒中対策推進計画を策定しなければなりません。 

２ 都道府県は、都道府県脳卒中対策推進基本計画の案を策定する際には、関連部門の長と協議

するとともに、後述する都道府県脳卒中対策推進協議会の意見を聴かなければなりません。 

３ 都道府県脳卒中対策推進基本計画は、健康増進法の都道府県健康増進計画および特定健康診

査計画、消防法の救急業務実施規定、医療法の医療計画、介護保険法の都道府県介護保険事業

支援計画および介護予防事業、その他の法令の規定による計画のうち、保健、医療、社会福祉

に関する事項を定めたものと調和が保たれたものでなければなりません。 

４ 都道府県は、都道府県脳卒中対策推進基本計画を策定した時には、遅滞なく公表しなければ

なりません。 

５ 都道府県は、少なくとも５年毎に、それぞれの都道府県における脳卒中医療に関する状況の

変化を考慮し、それぞれの都道府県における脳卒中対策の効果に関する評価に基づいて、都道

府県脳卒中対策推進基本計画を検討し、必要に応じて変更しなければなりません。 

 

第三 基本的な施策について 

一 脳卒中の予防 

国、地方公共団体および医療保険者は、食生活、喫煙、飲酒、運動その他の生活習慣が脳卒中

発症に及ぼす影響や、脳卒中の原因となり得る疾病等についての知識を国民に普及させるなどし

て、脳卒中の予防対策を実施しなければなりません。 

 

二 脳卒中発症直後から専門的治療を受けることができるようにするために 

１ 国および地方公共団体は、国民が、脳卒中発症時、ただちに専門的医療機関を受診するよう、

脳卒中の症状や発症時の対応に関する知識を普及させなければなりません。また、その効果に

ついて定期的に評価し、施策に反映させなければなりません。 

２ 国および地方公共団体は、全国どこでも、脳卒中を発症した時にできるだけ速やかに専門的

治療を受けられるよう、脳卒中救急搬送、脳卒中救急医療、遠隔医療等に関する体制を整備し、

救急搬送や救急医療に携わる者に対する研修の機会を確保する等、必要な施策を講じなければ

なりません。 

 

三 急性期から維持期まで継ぎ目のない最新の脳卒中医療を全国的に整備するために 

１ 国および地方公共団体は、救急搬送、救急・急性期、回復期、維持期の脳卒中医療に携わる



専門的な知識や技能を有する救急隊員や医療従事者、介護福祉サービス提供者の育成を図るた

めに必要な施策を講じなければなりません。 

２ 国および地方公共団体は、全国どこでも、状態に応じた適切な医療を受けることができるよ

う、救急搬送、遠隔医療、救急・急性期、回復期、維持期それぞれにおいて、専門的な脳卒中

医療を提供する医療機関、介護福祉サービスを提供する施設や事業者を整備するために必要な

施策を講じなければなりません。 

 国および地方公共団体は、脳卒中患者が、発症早期から維持期に至るまで継ぎ目なくリハビ

リテーションや療養支援を受けられるよう、医療機関、介護福祉サービスを提供する施設や事

業者の整備に必要な施策を講じなければなりません。 

 国および地方公共団体は、脳卒中患者に対して適切な脳卒中医療が提供されるよう、救急隊、

急性期、回復期、維持期を担うそれぞれの医療機関、介護福祉サービスを提供する施設や事業

者等の間で、遠隔医療を含む地域連携協力体制を構築しなければなりません。 

四 脳卒中に対する保健対策および脳卒中医療に関する情報の収集・提供体制の整備について 

国および地方公共団体は、国およびそれぞれの地域の、脳卒中の発症状況、救急搬送状況、

救急・急性期、回復期、維持期に至る治療状況や転帰等、脳卒中に対する保健対策および脳卒

中医療に関する情報の収集体制を整備しなければなりません。また、収集した情報の分析結果

を、脳卒中に対する保健対策および医療の質の向上のための施策に反映させなければなりませ

ん。 

 

五 脳卒中患者および介護を担う家族の生活の質の維持・向上について 

  国および地方公共団体は、脳卒中患者および介護を担う家族の生活の質の維持・向上のため、

以下のための施策を行わなければなりません。 

・患者の状況に応じて、機能回復、残存機能・日常生活の活動の維持・向上を目的とするリ

ハビリテーション医療が適切に行われる体制を整備すること。 

・居宅において、脳卒中医療、介護福祉サービスを提供するための連携協力体制を確保する

こと。 

・医療および介護福祉サービスを提供する従事者に対して、研修の機会を確保すること。 

・患者および介護を担う家族に対する相談支援体制を整備すること。 

 

六 研究の推進及び教育・研修の充実等について 

１ 国および地方公共団体は、脳卒中の罹患率・死亡率を低下させ、脳卒中発症後の機能を維持・

回復させ、脳卒中患者および介護を担う家族の生活の質の改善に資するために、脳卒中の本態

解明、予防、救急搬送、診断・治療、遠隔医療、リハビリテーション、看護、介護、患者・家

族支援等に関する研究を促進しなければなりません。また、それらの研究の成果が活用される

よう、必要な施策を講じなければなりません。 



２ 国および地方公共団体は、脳卒中の標準的な治療方法の確立につながる臨床研究等が円滑に

行われるよう、また、脳卒中医療に特に必要性の高い医薬品や医療機器の治験が迅速かつ確実

に行われるよう、環境を整備しなければなりません。 

３ 国は、前２項のために医学・保健学等の分野において、脳卒中に関する教育を進めるととも

に、医療従事者等に対する研修機会の提供に努めなければなりません。 

４ 国は、前３項のために、「四 脳卒中に対する保健対策および脳卒中医療に関する情報の収

集・提供体制の整備について」において収集した情報を活用することができるよう、また、国

立循環器病センター等の中立的・公益的な機関の連携体制を構築するために、必要な法的整備

を行わなければなりません。 

 

第四 脳卒中対策推進協議会について 

一 脳卒中対策推進基本計画に関して、第二の一の４項を処理するため、国に脳卒中対策推進協議

会を置きます。 

二 脳卒中対策推進協議会は、委員２０人以内で組織します。 

三 脳卒中対策推進協議会委員は、脳卒中患者およびその家族又は遺族を代表する者、脳卒中の予

防対策に携わる者、救急搬送に従事する者、脳卒中医療に従事する者、リハビリテーションに従

事する者、介護福祉サービスを提供する者、学識経験者のうちから、総務大臣および厚生労働大

臣が任命します。 

四 脳卒中対策推進協議会委員は、非常勤の国家公務員とします。 

五 上記二から四に定めるもののほか、組織や運営に関して必要な事項は政令で定めます。 

 

第五 都道府県脳卒中対策推進協議会について 

一 脳卒中対策推進基本計画に関して、第二の三の２項を処理するため、都道府県に都道府県脳卒

中対策推進協議会を置きます。 

二 都道府県脳卒中対策推進協議会は、委員２０人以内で組織します。 

三 都道府県脳卒中対策推進協議会委員は、脳卒中患者およびその家族又は遺族を代表する者、脳

卒中の予防対策に携わる者、救急搬送に従事する者、脳卒中医療に従事する者、リハビリテーシ

ョンに従事する者、介護福祉サービスを提供する者、学識経験者のうちから、都道府県知事が任

命します。 

四 都道府県脳卒中対策推進協議会委員は、非常勤の地方公務員とします。 

五 上記二から四に定めるもののほか、組織や運営に関して必要な事項は条令で定めます。 

 

第六 施行期日等 

 法律が制定された際には速やかに施行します。 

以上 


